【居宅介護支援事業者による指定介護予防支援に関するQ＆A】
　　　（※国等の通知により今後変更になる場合があります）

Ｑ１要支援の全プランが対象になるのですか？
　　事業対象者は対象になるのでしょうか？
Ａ１事業対象者は対象外です。
　　要支援の方でも介護予防ケアマネジメントの方は対象外となります。

Ｑ２指定を受けた後の、現ケアプランの取扱いはどうなるのでしょうか？
Ａ２指定を受ける際、あらかじめ委託元の地域包括支援センターへ連絡の上、利用者との契約方法について調整してください。直接担当される場合は利用者との新規契約の締結が必要となります。ただし介護予防ケアマネジメントのプランについては引き続き地域包括支援センターとの契約となりますのでご注意ください。
※指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のケアプランを作成することができます。

Ｑ3市町村ごとに指定を受ける必要があるのですか？
Ａ3本組合圏域内の介護保険被保険者の介護予防支援を行う場合は、本組合の指定を受け
　　る必要があります。管外の被保険者を直接担当する場合の取り扱いについては、該当
市町村へお問い合わせください。

Ｑ4指定を受けて利用者と直接契約になった場合、今後の包括との関係性はどうなりますか？困難事例などの相談はできなくなるのでしょうか？
Ａ4利用者との直接契約になることで、請求業務を各事業所で行っていただく必要があります。しかし、今後もケアプランや支援について相談、連携は可能です。 利用者についての相談、プランの書き方や書類等の相談は、地域包括支援センターへご相談ください。

Ｑ5介護予防ケアマネジメントに変更した場合の取扱いについて教えてください。
Ａ5介護予防のサービスを利用されている方が、総合事業のみ利用になるなど介護予防ケ
アマネジメントのみになった場合は、地域包括支援センターと利用者との契約が必要　　になり、居宅介護支援事業所は地域包括支援センターからの委託を受けての業務となります。
契約の方法については、利用者と事業所（介護予防支援）、利用者と地域包括支援センター（介護予防ケアマネジメント）を取り交わして頂くことで、ケアプランの変更時の対応がスムーズになります。利用者の意向を踏まえて決定してください。

Ｑ6介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に変更した場合（その逆も）、保険者への届出は必要なのですか？
Ａ6利用するサービスの変更により、「介護予防支援から介護予防ケアマネジメント」、「介護予防ケアマネジメントから介護予防支援」の変更があり、居宅介護支援事業所が直接担当する場合と包括支援センターからの一部委託や包括支援センターが直接担当する場合と変わるときは、その都度、本組合への介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書の提出が必要です。月末までに届け出の入力処理ができないと、国保連への請求が月遅れになるため、届出は速やかに行っていただきますようお願いします。

Q7地域包括支援センターから指定介護予防支援の委託を受けて介護予防サービス計画を作成している利用者について新たに指定介護予防支援事業所の指定を受けて担当する場合、介護予防サービス計画を再度作成しなおす必要がありますか？
A7利用者の状態等に変更なく、現行の介護予防サービス計画を見直す必要がないと判断される場合は、「軽微な変更」に該当するものとして、介護予防サービス計画作成事業所を修正することにより差し支えありません（計画期間についても変更の必要ありません。）。ただし、この場合は、計画の新規作成プロセスを踏まえるものではないため、介護報酬上における初回加算の算定要件は満たさないものとして取り扱います（事業所変更を機に計画の見直しを行う場合は、初回加算を算定して差し支えありません。）。
